
政
令
第
百
十
五
号

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
六
条
の
四
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
隔
壁
の
設
置
そ
の
他
の
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
総
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地
を
保
有
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
第
一
項
第
八
号
中
「
網
入
ガ
ラ
ス
」
を
「
網
入
り
ガ
ラ
ス
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
中
「
起
る
」
を
「
起
こ
る
」

に
改
め
、
同
項
第
二
十
二
号
中
「
接
手
」
を
「
継
手
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書
中
「
二
以
上
の
屋
内
貯
蔵
所
を
隣
接
し
て
設
置
す
る
と
き
」
を
「
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
」
に
改
め
、
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
ロ
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地

を
保
有
し
な
い
こ
と
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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イ　

二
以
上
の
屋
内
貯
蔵
所
を
隣
接
し
て
設
置
す
る
と
き
。 

ロ　

耐
火
構
造
の
塀
の
設
置
そ
の
他
の
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
。 

第
十
条
第
一
項
第
四
号
中
「
平
家
建
」
を
「
平
家
建
て
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
網
入
ガ
ラ
ス
」
を
「
網
入
り
ガ
ラ

ス
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
家
建
」
を
「
平
家
建
て
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書
中
「
二
以
上
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
を
隣
接
し
て
設
置
す
る
と
き
」
を
「
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
」
に
改
め
、
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
ロ
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
じ
、
又
は

そ
の
空
地
を
保
有
し
な
い
こ
と
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

イ　

二
以
上
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
を
隣
接
し
て
設
置
す
る
と
き
。 

ロ　

耐
火
構
造
の
塀
の
設
置
そ
の
他
の
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
。 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
の
う
ち
危
険
物
を
容
器
に
収
納
し
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
も
の
」
を
「
（
次
項
に
定
め
る
も
の

を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
さ
く
」
を
「
柵
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
第
二
類
の
危
険
物

の
う
ち
硫
黄
又
は
硫
黄
の
み
を
含
有
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
、
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
九
条
に
お
い
て
「
硫
黄
等
」
と
い

う
。
）
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
と
き
」
を
「
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
」
に
改
め
、
「
こ
と
」
の
下
に

-2-

              　　　　　　　　　　　　　　　



「
（
ロ
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地
を
保
有
し
な
い
こ
と
）
」
を
加
え
、
同
号

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

イ　

第
二
類
の
危
険
物
の
う
ち
硫
黄
又
は
硫
黄
の
み
を
含
有
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
、
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
九
条

に
お
い
て
「
硫
黄
等
」
と
い
う
。
）
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
と
き
。 

ロ　

耐
火
構
造
の
塀
の
設
置
そ
の
他
の
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
。 

第
十
六
条
第
二
項
中
「
内
側
で
」
の
下
に
「
容
器
に
収
納
し
な
い
で
」
を
加
え
、
「
（
前
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
」

を
削
り
、
「
同
項
各
号
」
を
「
前
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
前
項
」
を
加
え
、
同
項
を

同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４　

蓄
電
池
に
よ
り
貯
蔵
さ
れ
る
総
務
省
令
で
定
め
る
危
険
物
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
外
貯
蔵
所
に
つ
い
て
は
、

総
務
省
令
で
、
第
一
項
及
び
前
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
六
条
第
一
項
第
五
号
中
「
ふ
た
」
を
「
蓋
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
さ
け
め
」
を
「
裂
け
目
」
に
改
め
、
同
項

第
十
一
号
中
「
屋
外
貯
蔵
所
」
の
下
に
「
（
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
屋
外
貯
蔵
所
を
除
く
。
）
」
を
加

え
、
「
、
第
十
二
号
に
定
め
る
場
合
を
除
き
」
を
削
る
。 

-3-

              　　　　　　　　　　　　　　　



附　

則 

（
施
行
期
日
） 

１　

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２　

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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理　

由

危
険
物
の
規
制
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
製
造
所
等
の
周
囲
に
保
有
す
べ
き
空
地
の
規
制
に
係
る
特
例
を
拡
大
す
る
と
と
も

に
、
蓄
電
池
に
よ
り
貯
蔵
さ
れ
る
一
定
の
危
険
物
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
外
貯
蔵
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案　

新
旧
対
照
条
文 

　

○　

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

　
　
　
　

 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改　

正　

案

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現　
　
　

行

（
製
造
所
の
基
準
） 

　

（
製
造
所
の
基
準
） 

第
九
条　

（
略
）

第
九
条　

法
第
十
条
第
四
項
の
製
造
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
（
消
火
設
備

、
警
報
設
備
及
び
避
難
設
備
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
の
第
一
節
か
ら
第
三
節

ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

（
略
）

一　

（
略
）

二　

危
険
物
を
取
り
扱
う
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
（
危
険
物
を
移
送
す
る

二　

危
険
物
を
取
り
扱
う
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
（
危
険
物
を
移
送
す
る

た
め
の
配
管
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
工
作
物
を
除
く
。
）
の
周
囲
に
、
次

た
め
の
配
管
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
工
作
物
を
除
く
。
）
の
周
囲
に
、
次

の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有

の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
隔
壁
の
設
置
そ
の
他
の
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
防
火
上
有

て
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と

効
な
隔
壁
を
設
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地
を
保
有
し
な
い

 

こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
表
略
）

（
表
略
）

三
～
七　

（
略
） 

三
～
七　

（
略
） 

八　

危
険
物
を
取
り
扱
う
建
築
物
の
窓
又
は
出
入
口
に
ガ
ラ
ス
を
用
い
る
場

八　

危
険
物
を
取
り
扱
う
建
築
物
の
窓
又
は
出
入
口
に
ガ
ラ
ス
を
用
い
る
場

合
は
、
網
入
り
ガ
ラ
ス
と
す
る
こ
と
。 

合
は
、
網
入　

ガ
ラ
ス
と
す
る
こ
と
。 

九
～
十
三　

（
略
）

九
～
十
三　

（
略
）

十
四　

危
険
物
を
加
熱
し
、
若
し
く
は
冷
却
す
る
設
備
又
は
危
険
物
の
取
扱

十
四　

危
険
物
を
加
熱
し
、
若
し
く
は
冷
却
す
る
設
備
又
は
危
険
物
の
取
扱

い
に
伴
つ
て
温
度
の
変
化
が
起
こ
る
設
備
に
は
、
温
度
測
定
装
置
を
設
け

い
に
伴
つ
て
温
度
の
変
化
が
起　

る
設
備
に
は
、
温
度
測
定
装
置
を
設
け

る
こ
と
。

る
こ
と
。

十
五
～
二
十
一　

（
略
）

十
五
～
二
十
一　

（
略
）

二
十
二　

電
動
機
及
び
危
険
物
を
取
り
扱
う
設
備
の
ポ
ン
プ
、
弁
、
継
手
等

二
十
二　

電
動
機
及
び
危
険
物
を
取
り
扱
う
設
備
の
ポ
ン
プ
、
弁
、
接
手
等

は
、
火
災
の
予
防
上
支
障
の
な
い
位
置
に
取
り
付
け
る
こ
と
。 

は
、
火
災
の
予
防
上
支
障
の
な
い
位
置
に
取
り
付
け
る
こ
と
。 

２
・
３　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）
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（
屋
内
貯
蔵
所
の
基
準
） 

（
屋
内
貯
蔵
所
の
基
準
） 

第
十
条　

（
略
） 

第
十
条　

屋
内
貯
蔵
所
（
次
項
及
び
第
三
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
位

 

置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一　

（
略
）

一　

（
略
）

二　

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
建
築
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

二　

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
建
築
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
貯
蔵
倉
庫
」
と
い
う
。
）
の
周
囲
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

「
貯
蔵
倉
庫
」
と
い
う
。
）
の
周
囲
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の

そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
二
以

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き　
　
　
　
　
　
　

は
、
総
務
省
令
で
定
め
る

上
の
屋
内
貯
蔵
所
を
隣
接
し
て
設
置
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
ず
る
こ
と
（
ロ
に
該
当
す
る
場
合

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
ず
る
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地
を
保
有
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
）
が
で
き
る
。 

　
　
　

が
で
き
る
。 

イ　

二
以
上
の
屋
内
貯
蔵
所
を
隣
接
し
て
設
置
す
る
と
き
。 

（
新
設
） 

ロ　

耐
火
構
造
の
塀
の
設
置
そ
の
他
の
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
総
務

（
新
設
） 

省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
。 

 

 
 
 
 

（
表
略
）

（
表
略
）

三
・
三
の
二　

（
略
） 

三
・
三
の
二　

（
略
） 

四　

貯
蔵
倉
庫
は
、
地
盤
面
か
ら
軒
ま
で
の
高
さ
（
以
下
「
軒
高
」
と
い
う

四　

貯
蔵
倉
庫
は
、
地
盤
面
か
ら
軒
ま
で
の
高
さ
（
以
下
「
軒
高
」
と
い
う

。
）
が
六
メ
ー
ト
ル
未
満
の
平
家
建
て
と
し
、
か
つ
、
そ
の
床
を
地
盤
面

。
）
が
六
メ
ー
ト
ル
未
満
の
平
家
建　

と
し
、
か
つ
、
そ
の
床
を
地
盤
面

以
上
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
類
又
は
第
四
類
の
危
険
物
の
み
の

以
上
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
類
又
は
第
四
類
の
危
険
物
の
み
の

貯
蔵
倉
庫
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
軒
高
を
二
十

貯
蔵
倉
庫
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
軒
高
を
二
十

メ
ー
ト
ル
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

メ
ー
ト
ル
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

五
～
八　

（
略
） 

五
～
八　

（
略
） 

九　

貯
蔵
倉
庫
の
窓
又
は
出
入
口
に
ガ
ラ
ス
を
用
い
る
場
合
は
、
網
入
り
ガ

九　

貯
蔵
倉
庫
の
窓
又
は
出
入
口
に
ガ
ラ
ス
を
用
い
る
場
合
は
、
網
入　

ガ

ラ
ス
と
す
る
こ
と
。 

ラ
ス
と
す
る
こ
と
。 

十
～
十
五　

（
略
）

十
～
十
五　

（
略
）

２　

屋
内
貯
蔵
所
の
う
ち
第
二
類
又
は
第
四
類
の
危
険
物
（
引
火
性
固
体
及
び

２　

屋
内
貯
蔵
所
の
う
ち
第
二
類
又
は
第
四
類
の
危
険
物
（
引
火
性
固
体
及
び

引
火
点
が
七
十
度
未
満
の
第
四
類
の
危
険
物
を
除
く
。
）
の
み
を
貯
蔵
し
、

引
火
点
が
七
十
度
未
満
の
第
四
類
の
危
険
物
を
除
く
。
）
の
み
を
貯
蔵
し
、

又
は
取
り
扱
う
も
の
（
貯
蔵
倉
庫
が
平
家
建
て
以
外
の
建
築
物
で
あ
る
も
の

又
は
取
り
扱
う
も
の
（
貯
蔵
倉
庫
が
平
家
建　

以
外
の
建
築
物
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
前
項
第
一
号

に
限
る
。
）
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
前
項
第
一
号

か
ら
第
三
号
の
二
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ

か
ら
第
三
号
の
二
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
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る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
四　

（
略
） 

一
～
四　

（
略
） 

３
～
７　

（
略
）

３
～
７　

（
略
）

 
 

（
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
基
準
） 

（
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
基
準
） 

第
十
一
条　

（
略
） 

第
十
一
条　

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
（
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
位
置

 

、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
・
一
の
二　

（
略
） 

一
・
一
の
二　

（
略
） 

二　

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
（
危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
そ
の
他
こ
れ
に

二　

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
（
危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
工
作
物
を
除
く
。
）
の
周
囲
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

準
ず
る
工
作
物
を
除
く
。
）
の
周
囲
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の

そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
二
以

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
総
務
省
令
で

上
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
を
隣
接
し
て
設
置
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
ず
る
こ
と
（
ロ
に
該
当
す

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
ず
る
こ
と　
　
　
　
　
　

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地
を
保
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
な
い
こ
と
）
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　

が
で
き
る
。 

イ　

二
以
上
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
を
隣
接
し
て
設
置
す
る
と
き
。 

（
新
設
） 

ロ　

耐
火
構
造
の
塀
の
設
置
そ
の
他
の
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
総
務

（
新
設
）

省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
。

 
 

（
表
略
）

（
表
略
）

三
～
十
七　

（
略
） 

三
～
十
七　

（
略
） 

２
～
７　

（
略
）

２
～
７　

（
略
）

 
 

（
屋
外
貯
蔵
所
の
基
準
） 

（
屋
外
貯
蔵
所
の
基
準
） 

第
十
六
条　

屋
外
貯
蔵
所
（
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）　
　
　
　
　
　

第
十
六
条　

屋
外
貯
蔵
所
の
う
ち
危
険
物
を
容
器
に
収
納
し
て
貯
蔵
し
、
又
は

　
　
　
　
　
　

の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お

取
り
扱
う
も
の
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一
・
二　

（
略
） 

一
・
二　

（
略
） 

三　

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の
周
囲
に
は
、
柵　

等
を
設

三　

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の
周
囲
に
は
、
さ
く
等
を
設

け
て
明
確
に
区
画
す
る
こ
と
。 

け
て
明
確
に
区
画
す
る
こ
と
。 

四　

前
号
の
柵　

等
の
周
囲
に
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

四　

前
号
の
さ
く
等
の
周
囲
に
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
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れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ

れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
類
の
危

か
に
該
当
す
る
と
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

険
物
の
う
ち
硫
黄
又
は
硫
黄
の
み
を
含
有
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
、
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
十
六
条
及
び
第
二
十
九
条
に
お
い
て
「
硫
黄
等
」
と
い
う
。
）
の
み
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
ず
る
こ
と
（
ロ
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
ず
る
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
空
地
の
幅
を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地
を
保
有
し
な
い
こ
と
）
が
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
で
き

る
。 

る
。 

イ　

第
二
類
の
危
険
物
の
う
ち
硫
黄
又
は
硫
黄
の
み
を
含
有
す
る
も
の
（

（
新
設
） 

以
下
こ
の
条
、
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
九
条
に
お
い
て
「
硫
黄
等
」

 

と
い
う
。
）
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
と
き
。 

 

ロ　

耐
火
構
造
の
塀
の
設
置
そ
の
他
の
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
総
務

（
新
設
）

省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
。

 
 

（
表
略
）

（
表
略
）

五
・
六　

（
略
）

五
・
六　

（
略
）　

２　

屋
外
貯
蔵
所
の
う
ち
塊
状
の
硫
黄
等
の
み
を
地
盤
面
に
設
け
た
囲
い
の
内

２　

屋
外
貯
蔵
所
の
う
ち
塊
状
の
硫
黄
等
の
み
を
地
盤
面
に
設
け
た
囲
い
の
内

側
で
容
器
に
収
納
し
な
い
で
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
も
の　
　
　
　
　
　

側
で　
　
　
　
　
　
　
　
　

貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
も
の
（
前
項
に
定
め

　
　
　
　
　
　
　
　

の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
前
項

る
も
の
を
除
く
。
）
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
同
項

各
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

各
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
六　

（
略
）

一
～
六　

（
略
）

３　

（
略
）

３　

（
略
）

４　

蓄
電
池
に
よ
り
貯
蔵
さ
れ
る
総
務
省
令
で
定
め
る
危
険
物
の
み
を
貯
蔵
し

（
新
設
）

、
又
は
取
り
扱
う
屋
外
貯
蔵
所
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
、
第
一
項
及
び

前
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５　

第
二
類
の
危
険
物
の
う
ち
引
火
性
固
体
（
引
火
点
が
二
十
一
度
未
満
の
も

４　

第
二
類
の
危
険
物
の
う
ち
引
火
性
固
体
（
引
火
点
が
二
十
一
度
未
満
の
も

の
に
限
る
。
）
又
は
第
四
類
の
危
険
物
の
う
ち
第
一
石
油
類
若
し
く
は
ア
ル

の
に
限
る
。
）
又
は
第
四
類
の
危
険
物
の
う
ち
第
一
石
油
類
若
し
く
は
ア
ル

コ
ー
ル
類
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
外
貯
蔵
所
に
つ
い
て
は
、
当
該
危

コ
ー
ル
類
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
外
貯
蔵
所
に
つ
い
て
は
、
当
該
危

険
物
の
性
質
に
応
じ
、
総
務
省
令
で
、
第
一
項
及
び
前
項
に
掲
げ
る
基
準
を

険
物
の
性
質
に
応
じ
、
総
務
省
令
で
、
第
一
項　
　
　
　

に
掲
げ
る
基
準
を

超
え
る
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

超
え
る
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

（
貯
蔵
の
基
準
） 

（
貯
蔵
の
基
準
） 
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第
二
十
六
条　

（
略
） 

第
二
十
六
条　

法
第
十
条
第
三
項
の
危
険
物
の
貯
蔵
の
技
術
上
の
基
準
は
、
前

 

二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
四　

（
略
）

一
～
四　

（
略
）

五　

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
、
屋
内
貯
蔵
タ
ン
ク
又
は
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の
元
弁

五　

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
、
屋
内
貯
蔵
タ
ン
ク
又
は
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の
元
弁

（
液
体
の
危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
に
設
け
ら
れ
た
弁
の
う
ち
タ

（
液
体
の
危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
に
設
け
ら
れ
た
弁
の
う
ち
タ

ン
ク
の
直
近
に
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
及
び
注
入
口
の
弁
又
は
蓋　

は
、

ン
ク
の
直
近
に
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
及
び
注
入
口
の
弁
又
は
ふ
た
は
、

危
険
物
を
入
れ
、
又
は
出
す
と
き
以
外
は
、
閉
鎖
し
て
お
く
こ
と
。 

危
険
物
を
入
れ
、
又
は
出
す
と
き
以
外
は
、
閉
鎖
し
て
お
く
こ
と
。 

六
・
六
の
二　

（
略
） 

六
・
六
の
二　

（
略
） 

七　

移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
及
び
そ
の
安
全
装
置
並
び
に
そ
の
他
の
附
属
の
配
管

七　

移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
及
び
そ
の
安
全
装
置
並
び
に
そ
の
他
の
附
属
の
配
管

は
、
裂
け
目
、
結
合
不
良
、
極
端
な
変
形
、
注
入
ホ
ー
ス
の
切
損
等
に
よ

は
、
さ
け
め
、
結
合
不
良
、
極
端
な
変
形
、
注
入
ホ
ー
ス
の
切
損
等
に
よ

る
漏
れ
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
当
該
タ
ン
ク
の
底
弁
は

る
漏
れ
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
当
該
タ
ン
ク
の
底
弁
は

、
使
用
時
以
外
は
完
全
に
閉
鎖
し
て
お
く
こ
と
。 

、
使
用
時
以
外
は
完
全
に
閉
鎖
し
て
お
く
こ
と
。 

八
～
十　

（
略
）

八
～
十　

（
略
）

十
一　

屋
外
貯
蔵
所
（
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
屋
外
貯

十
一　

屋
外
貯
蔵
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蔵
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、
危

　
　
　
　
　
　
　

に
お
い
て
は
、
第
十
二
号
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
危

険
物
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
容
器
に
収
納
し
て
貯
蔵
す

険
物
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
容
器
に
収
納
し
て
貯
蔵
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

十
一
の
二
～
十
二　

（
略
）

十
一
の
二
～
十
二　

（
略
）

２　

（
略
）

２　

（
略
）

 




